
 

東洋大学に対する大学評価結果ならびに認証評価結果 

 

 

 

Ⅰ 評価結果 

 

評価の結果、貴大学は本協会の大学基準に適合していると認定する。 

認定の期間は2015（平成27）年３月31日までとする。 

 

Ⅱ 総 評 

 一 理念・目的・教育目標の達成への全学的な姿勢 

貴大学は、1887(明治 20)年「諸学の基礎は哲学にあり」という理念のもとに開設さ

れた「哲学館」を淵源としている。1928（昭和３）年に大学令に基づいて大学として

認可され、1949（昭和 24）年に文学部を設置し新制大学として発足した後も着実に発

展し、2007（平成 19）年４月１日現在では、９学部、専門職大学院を含む 11 研究科、

ならびに学術研究推進センターと大学附属研究所６、および「21 世紀ＣＯＥプログラ

ム」に採択された研究センター１、文部科学省「私立大学学術研究高度化推進事業」

に採択された補助金の支援を受けている研究センター11 を持つ総合大学である。 

哲学館の教育方針であった「知徳兼全な人材の養成」「独立自活の精神に基づく実力

主義の教育」を継承して「国家及び世界の文化向上に貢献しうる有為な人材を養成す

ること」を目的とし、最近の大学をめぐる諸状況に鑑み、2004(平成 16)年には創立者

の志を現在の社会において具現化するために５つの目標を設定し、実現に向けて努力

している。理念・目的等の検証の一環として、2004(平成 16)年度から年２回学内公開

で開催されている全学プレゼンテーションは意欲的な試みであり、今後の改革に資す

ることが期待される。 

このように、組織としての種々の活動は着実に実施されていると見られるものの、

創立者の理念が学生にどの程度理解され浸透しているかについては、必ずしも十分と

は言えない。今後は広報やカリキュラムの中で、一層周知を徹底させていく努力が望

まれる。 

 

 二 自己点検・評価の体制 

学則において「教育研究水準の向上を図り、本学の目的および社会的使命を達成す

るため、自ら点検・評価を行う」と規定して「自己点検・評価委員会」を設置し、点

検・評価の実施内容を具体的に明示して、不断に取り組んでいる。加えて、同委員会

が発行主体となり、自己点検・評価や大学改善に関する考え方を述べた論文や各学部
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の活動報告、感想や批評といった学内の声を掲載するための定期刊行物『ひろば』を

毎年度発行し、各学部相互間の自己点検・評価活動等の参考として活用している。ま

た、毎年、各学部等の中期目標・中期計画を全教職員参加型のプレゼンテーションで

発表し、質疑応答を行うことで各学部が行っている授業実践や取り組みを相互に理解

し、自学部の取り組みに反映させることができるシステムを確立している。さらに、

大学院が母体となっている各種プロジェクト（私立大学学術研究高度化推進事業、21

世紀ＣＯＥプログラム）では学外者を評価委員に加えることにより自己点検・評価の

客観性や妥当性を確保し、学内外の評価委員による意見やコメントを活動に反映させ

る仕組みが既に実施されているなど、各研究科における研究・教育活動の自己点検・

評価に活かされている。 

 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

１ 教育研究組織 

全学を挙げて、21 世紀の社会に相応しいニーズに応える高度で多様な教育・研究を

推進することを目指し、工学研究科の再編、経済学研究科、経営学研究科での高度専

門職業人養成のための新専攻の設立、社会福祉の総合的教育研究を目指し社会学部や

ライフデザイン学部、工学部、国際地域学部が基盤となった新研究科の創設などに見

られるように、常に社会や時代の動きや学際領域の分野にも目を向け、大学の理念に

沿った教育研究組織の改革を実施している。2007（平成 19）年４月１日現在では、文・

経済・経営・法・社会・工・国際地域・生命科・ライフデザインの各学部と、文学・

経済学・経営学・法学・社会学・工学・国際地域学・生命科学・福祉社会デザイン・

学際・融合科学の各研究科、さらに専門職大学院の法務研究科を設置している。教育

面では、第２部および通信教育課程においても健全な運営がなされており、創始者の

教育理念を継承している。また、2002（平成 14）年度に研究所の再編成および研究所

全般を掌握する学術研究推進センターを設置し、社会や時代の要請に対応した研究所

の構築を図り、貴大学における研究所の活動やその内容の高度化、個性化を重視し、

新たな視点から積極的な展開を図っている。 

なお、ライフデザイン学部は 2005（平成 17）年度に設置され、自己点検・評価の

段階で完成していないことから、教育・研究活動については今回の評価の対象として

いない。 

 

２ 教育内容・方法 

（１） 教育課程等 

文学部 

建学の精神に相応しく基礎専門科目に哲学、倫理学、宗教思想などの科目が厚く配
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置されており、高い倫理観を持った人材育成への配慮が十分に見える。総じて人文学

に必要な教養に対する目配りがある科目展開が目指されており、カリキュラムに明確

に見える形で建学の精神に十分に沿った科目展開が行われている。しかし、学科によ

り卒業単位数などの取扱いが一様でない点がやや目立つ。 

 

経済学部 

学部の理念に照らしてカリキュラムの体系が構想されており、少人数教育・ゼミ教

育の徹底を図り、英語・コンピュータ・経済数学関連科目において、中期目標・中期

計画で中心と位置づけられた習熟度別教育や、学習支援プログラムを導入するなど、

教育課程の充実を試みている。また、４年ごとのカリキュラム改訂を重視しており、

定期的な見直しが行われている。学力不足の学生への対応として、ｅラーニングを積

極的に導入するなど努力が見られる。 

 

経営学部 

「自主性の重視、国際化に対応した英語能力の重視」の教育目標に従い、基礎教育、

専門教育、外国語(英語)教育に関する授業料目等のカリキュラムがバランスよく配置

され、また専門教育への円滑な移行のために必要な導入教育が行われている。専門教

育も必修科目、基礎科目、選択科目と適切に構成されている。ただ、倫理観・道徳観

を養うという目的の一般教養科目については、幅広く科目を配置し卒業必要単位とし

ているものの、それらが効果的に組まれているかについては課題が残る。 

 

法学部 

「人の痛みがわかるリーガルマインドを備え、かつ社会経済のグローバル化に対応

した人材を育成すること」という教育目標を実現するために、特に導入教育の面で工

夫がなされている。教育課程を、導入教育期（１年次）、基礎教育期（２年次）、そし

て展開教育期（３・４年次）に分け、期ごとに少人数の演習科目を配置している。企

業法学科の特色をさらに明確にすることが求められる。 

 

社会学部 

教育目標は「理論、実証、実践の結合」にあると明示され、「総合的判断力と応用

実践力を備えたより高度な専門職業人を社会に輩出することを具体的目標とする」と

されている。第２部では時間割上の制限から、開講科目数は第１部に比べて少ないが、

第１部の科目を開放するなど履修に配慮されており、制約のある中ではおおむね適切

に配置されている。ただし、学部の理念等が、学生に必ずしも十分説明されていない

点は、今後検討が必要である。 
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工学部 

大学の建学の理念に沿って、多様な価値観・能力を備えた「フィロソフィーを持っ

た実践的エンジニア」の育成を目標として、具体的目標も明示されている。工学部の

教育基本事項の「哲学する心の重視」を実現するために、「エンジニアのための哲学」

を設けて学部１年次の必修科目として開講し、「技術作文」「技術コミュニケーション」

「プロジェクトマネジメント」等の科目を多数配置している。また、インターンシッ

プ、ボランティアの充実に努めている。教育内容も、学科によるばらつき、実現・充

実に向けての課題となる項目があるものの、おおむねバランス良く配置されている。 

 

国際地域学部 

学部パンフレットには５つの教育コースが示されているが履修モデルが抽象的で

あり、履修要覧には教育コースの説明がない。専門領域の科目「国際地域学入門」の

多くはキャリア教育の内容となっており、理念・目的・教育目標に則した体系的教育

という点でまだ十分とは言い難い。ただし、「新カリキュラム検討委員会」などを設置

し、教育内容の確認、改善がなされていること、現場主義教育を重視しながら教育目

標の達成に努力している点などから、その成果が期待される。 

 

生命科学部 

生命科学部では、理・農・医・薬・工の自然科学諸分野にまたがる学際的基礎教育

を目的とし、その目標は具体的に明示されている。また、高い道徳性を備えた専門知

識の修得が生命科学部の特色であり、これらを達成すべく妥当なカリキュラム編成を

目指し、１年次から４年次まで、授業科目が適切に配置されている。外国語教育にお

いて、生命科学英語（２科目：４単位）を必修として課していることは、国際化の今

日、当を得た措置と考えられるものの、外国語教育担当教員が担当すべきところ専門

科目担当教員を充てていることには、改善の余地がある。 

 

文学研究科 

教育目標は改正された法令の精神を踏まえて具体的に掲げられている。また、共通

基礎科目を設定した専攻や、大学における教育をテーマにして科学研究費補助金が交

付された専攻(哲学専攻)もある。これらの努力と一定の成果は見られるものの、いず

れも専攻単位にとどまり、研究科全体としての組織的工夫は十分とはいえない。 

 

経済学研究科 

専攻・コースごとに、高度な研究能力の養成、高度専門職に必要な能力養成、主に

社会人を対象とする公民連携と地域再生のための人材養成などを教育目標とし、それ
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らの目標を達成するための教育および研究指導の内容も整備されている。 

 

経営学研究科 

博士前期課程と博士後期課程の目標が適切に設定されており、カリキュラムなどは

おおむね整備されている。特に、社会人を対象としたビジネス・会計ファイナンス専

攻は、実践的経営研究を題材にするなど工夫がなされている。ビジネス会計ファイナ

ンス専攻に２つのコースを設けているが、その理念と目標や教育内容の相関が必ずし

も明確ではないので検討が望まれる。 

 

法学研究科 

研究科の目標がかなり具体的に明示されており、実学志向（専門的職業人の育成、

リカレント教育、母国で活躍する法律専門職の人材育成、法学専門家の養成）の特徴

が見られる。その目標を達成するためにコース制を採り、「経済学原論」（公務員試験

の主要科目）といった目標に即した科目が配置されている。ただし、法科大学院設置

後の、特に博士前期課程のあり方について、十分な対策がとられているとは認めがた

い。また、博士後期課程については組織的な研究指導体制が見られない。社会人学生

に対する配慮としては、「英書講読」科目の設定以外に、制度として特段のものが設け

られておらず、検討の余地がある。 

 

社会学研究科・福祉社会デザイン研究科 

社会学研究科は、2006（平成 18）年度に機構改革を行い、「『社会』を冠する研究科

として、社会のなかで生じるさまざまな問題に強い関心を示し、その理解と解決に向

けて研究や実践を行う優れた人材を養成すること」を理念としている。 

福祉社会デザイン研究科は、従来社会学研究科にあった社会福祉学専攻と福祉社会

システム専攻(修士課程・夜間大学院)に、新たにヒューマンデザイン専攻を加えて

2006（平成 18）年度に発足した研究科で、社会学部、ライフデザイン学部、工学部、

国際地域学部等を基盤とする独立研究科である。大学の目標をふまえ、専攻ごとに特

色を明示している。しかし、社会学研究科、福祉社会デザイン研究科とも、研究科の

理念・目的等が「大学院要覧」「講義要項」に十分に記載されておらず、今後改善の余

地がある。 

 

工学研究科 

博士前期課程・博士後期課程の理念・目的を明示している。社会人学生に対しては、

特に研究指導において、これまでの職業的な経験等のバックグラウンドを加味し、現

在の仕事との関連を重視した研究テーマを与えるなど、社会人受け入れに対応するた
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めの特別な配慮がなされている。 

 

国際地域学研究科 

グローバルな視点から地域社会の将来を展望しつつ、国内外の地域発展・実務を担

当する人材育成という明確な目標設定がされている。国際地域学専攻では、地域に関

する３領域、そして国際観光学専攻では、旅行、観光に関する３領域を学ばせること

を特色としており、専門性が求められる職業で役割を担う能力の育成を具体的に明示

している。文部科学省私立大学学術研究高度化推進事業に選定され 2001（平成 13）年

に設立された「国際共生社会研究センター」は博士後期課程学生の教育に役立てられ

ている。 

 

生命科学研究科 

大学の理念・目的を受けた形で、研究科の理念・目的を明示している。建学の精神

を尊重し、最先端研究と社会の接点を重視している。教育目標にそって、教育・研究

指導の内容も整備されている。また、博士課程にあっては、研究指導計画、中間発表、

学生への学会出席支援、大学独自の研究助成（井上円了記念研究助成金）などを実施

し、その内容は整備されている。３研究領域の間に制度上の仕切りを設けず、１専攻

として纏められている。また、目的に沿う形で推進される活発な研究活動は、教育の

質の向上にとって大切な要素であり、「21 世紀ＣＯＥプログラム：バイオ科学／ナノ

テクノロジー融合研究プロジェクト」の存在は、生命科学研究科の教育内容の高度化

に資するものである。 

 

（２） 教育方法等 

全学部 

授業評価アンケートは、各学部においてセメスターごとに教員１人あたり１科目な

いし２科目について全学的に実施されている。社会学部などの授業科目が多い学部に

おいては３つに区分して３年間に分割して実施されている。しかし、アンケート結果

の教員へのフィードバックならびに学生への公開、結果を教育改善に活用する姿勢と

いう点でまだ十分とはいえないなど、システムの構築と有効活用が望まれる。 

一方、社会人学生に対して、開講方法等において配慮が見られる。夜間開講措置を

とる専攻等もあり講義科目を履修しやすい時間割編成が採られている。また、土曜開

講、集中講義の実施、サテライトキャンパスを設置するなどの便宜も図られている。 

 

文学部 

点検・評価報告書を見る限り、教育に関する向上努力は相応に行われている。「学
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生意見箱」設置や「文学部知恵袋」の作成など教育改善に向けた努力がなされている。

ガイダンス期間縮小の大学が増える中で、十分に時間をとって４月初めに新入生ガイ

ダンスを行っている。特に、上級生との懇談会の取り組みは、履修指導において効果

的である。その一方で、通常科目や卒業論文の成績評価については、学科により取扱

いが異なり、成績評価方法の平準化に必ずしも十分とはいえない面もある。 

 

経済学部 

大学全体の教育目標に準じるなかで学部・研究科の具体的な教育目標が設定され、

その効果測定のための方策も論理的整合性をもって具体的に行われている。ファカル

ティ・ディベロップメント（ＦＤ）活動については、授業改善への組織的な取り組み、

講義規模縮小の取り組み、ゼミ履修率および卒業論文提出率上昇への取り組みなど、

教育目標を達成するための組織的な取り組みが多面的に行われている。 

 

経営学部 

新入生ガイダンスは専任教員が全員出席して実施している。また、オフィスアワー

制度、学習指導や学習支援などが組織的に行われている。ＦＤ活動により教育方法を

改善しつつ、国家試験、インターンシップ、ボランティアなどにも力を入れており、

キャリア形成の面から学生を支援している。 

 

法学部 

各種ガイダンスによる履修指導、オフィスアワーの制度化、『講義要項』の記載内

容の改善、ウェブ情報システムであるＴｏｙｏｎｅｔ－ＡＣＥ活用を含む充実した授

業支援体制など、教育方法の改善に向けて取り組んでいる。２年次から３年次への進

級制を設け、一定以上の評価を得た者に卒業再試験の受験資格を限定し、毎年の進級・

卒業率がほぼ 90％（法学部第１部）であることから、前述の改善の取り組みが一定の

成果をあげているといえる。しかしながら、オフィスアワーの活用にはまだ問題が残

されている。 

 

社会学部 

年間履修単位は、すべての学年で 48 単位に制限しているが、教職科目・自由科目

は無制限となっており、この点については検討を要する。シラバスについては、毎回

の講義内容について、記述が簡単な科目もあるが、全体的には一定の書式で作成され、

情報量も十分であり、ウェブサイトでも公開されている。第２部においてはティーチ

ング・アシスタント（ＴＡ）の制度を導入し、きめ細かく指導している。 
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工学部 

ＧＰＡ制度を導入し、学科によってはＪＡＢＥＥ（日本技術者教育認定機構）によ

る外部評価を受審するなどの努力も認められる。教員による授業の相互評価等のＦＤ

活動等の充実が望まれる。各学科とも履修プランを掲げて、計画的履修を指導してお

り、各講義科目の単位認定に求められる授業時間と予習復習を含めた自習時間を考え、

適切に設定され、運用されている。 

 

国際地域学部 

教育改善への組織的な取り組みとして、タスクフォースの編成、「国際地域学基礎」

の設置、「観光英語」といった実用的な英語教育への取り組みなどがなされている。ま

た、オリエンテーション、学部ホームページの活用、オフィスアワーの設定などによ

る履修指導、学習支援を実施している。しかしながら、シラバスについては、成績評

価方法の記載や各回の講義内容の説明が不十分な点などの問題が残されている。 

 

生命科学部 

成績評価方法、履修指導および学期取得単位上限につき、妥当な設定・改善がなさ

れている。また、2005（平成 17）年より実施された成績上位者表彰制度は学生の学習

意欲の高揚に有効である。しかし、シラバスについては、教員間での記述の精粗を減

らす配慮がなされているものの、記載内容には差があり、十分とは言い難い。「授業の

到達目標」や「成績評価の方法」を全科目で明示するなど、一層の充実が図れるよう

に、書式等を含めて改善の余地がある。 

 

全研究科 

大学院教育において、「ＦＤ委員会」を設置しＦＤ会議を開催するなど、徐々に継

続的な対応がなされてはいるものの、ＦＤの内容を具体的に策定して実施する段階に

は達していない。大学の掲げる目標の達成のためＦＤ活動の充実が望まれる。 

また、大学院学生の研究活動を対象とする井上円了記念研究助成金は学生の研究意

欲を高揚するものとして適切である。 

 

文学研究科 

大学院教育におけるガイダンス、科目履修、論文作成指導などにおいて、従来型の

指導を超えるカリキュラムの組織化や大学院学生指導に関する組織的取り組みは行わ

れていない。学生による授業評価についても、一部の専攻での試みに留まっており、

研究科全体の課題として受け止められていない。 
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経済学研究科 

博士前期課程における各コースの修士号授与者数は減少傾向にあり、各コースにお

いて具体的な改善計画を早急に策定する必要がある。研究指導については、主指導教

授を中心に適切に行われている。 

 

経営学研究科 

入学時、進級時には組織的な履修指導は十分に行われていない。ただ、各大学院学

生に対して主指導教授および副指導教授による修士論文指導を行い、単位の取得につ

いてもきめ細かく指導されている。論文作成についても中間報告、最終中間報告を３

領域に分けて実施している。プロジェクト委員会を設けてカリキュラムの抜本的な改

善策を検討しているが、教育方法等については大学院研究科独自のカリキュラム委員

会を設置するなど恒常的かつ組織的に検討されることが望ましい。 

 

法学研究科 

論文の中間報告会の実施、同僚教員参加による公開講義、全専任教員が参加する口

頭試問、研究分野・論文テーマの変更を認める柔軟な指導体制等により教育・研究指

導を適切に行う努力がなされている。しかし、博士後期課程については、定員を満た

した上で、なお十分な研究指導を行える体制を整備することが望まれる。 

 

社会学研究科・福祉社会デザイン研究科 

社会学研究科、福祉社会デザイン研究科とも、社会人入学者等への基礎科目の開講

等が行われており、入学者への履修指導や研究指導教員の早期決定等を通じて、教育

方法の改善を図っている。大学院学生に対して学会発表や専門誌への投稿の奨励、そ

の際の交通費の補助等も行われている。 

 

工学研究科 

教員の教育・研究指導方法の改善を促進するため、学部の取り組みを発展させた形

で各専攻において専攻会議などで改善のための検討を実施している。2005（平成 17）

年度より実施した専攻再編により、各専攻が複数学科の教員で構成されていることか

ら、専攻としての組織的な取り組み体制が希薄になりがちなことは、今後の課題であ

る。問題解決のため、工学研究科を構成する全教員を対象に会議・報告会を実施し、

さまざまな提案を喚起しており、具体的な意見をもとに改革を進めているので、今後

に期待したい。 

 

国際地域学研究科 
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研究領域に応じたコース設定、コースワークと研究指導の２本立て、研究発表会な

どが行われている。レポート、試験、論文審査により成績を評価している。 

 

生命科学研究科 

全ての大学院学生に対して主指導教員と副指導教員を認定し、主指導教員が履修指

導から論文指導まで責任をもって研究指導する体制をとっている。 

 

（３） 教育研究交流 

文学部・文学研究科 

文学部において、国際交流に積極的な姿勢を示していることはうかがわれるが、実

態として十分に国際交流が行われているとは言いがたい。また、海外 20 大学と学術交

流協定を結んでいる教員の研究交流についても、派遣、受け入れとも総枠が全学で２

名と限られ閉塞状態といえる。 

文学研究科においては、大学の第１の目標「国際的な貢献」の実現のための教育・

研究交流を基本的な姿勢とし、仏教学、中国哲学や英文学専攻では独自に国際交流を

図っている。また、紀要の配布・交換や個々の教員による国際交流の実績はあるが、

研究科としての組織的な取り組みは行われていない。 

 

経済学部・経済学研究科 

経済学部においては、教員による高度な研究交流から、学生の語学研修および海外

研究にいたるまで、様々なレベルでの教育・研究交流が定期的・持続的に取り組まれ

ており、研究面を中心に交流の活動実績もある。また、経済学部の国際化と国際交流

に関する「ピラミッド型交流」の基本方針は、まさに貴大学が進めている「国際的な

共生」をめざした教育・研究交流の先駆であり、このシステムが将来にわたり学部教

育・研究のコアとなり発展する可能性を担うものとして期待できる。 

経済学研究科としては、都内８大学との単位互換制度を実施し、『大学院紀要』を

発刊している。個別的、具体的かつ組織的な国外研究教育交流は、基本方針が明記さ

れているものの、ほとんど実現されていない。具体的な打開プログラムの提示や公民

連携専攻による内外の交流の活性化が期待される。 

 

経営学部・経営学研究科 

経営学部において、「有為な人材」を教育目標として、地球市民としての人材育成

を目指し、2006（平成 18）年から英語教育の充実を目指す「３カ年アクションプラン」

の策定・実施、またＴＯＥＩＣを活用した英語教育の充実、海外留学の奨励、留学に

よる取得単位の認定など、国際的な教育交流を積極的に推進している。しかし、海外
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留学する学生数を 10 名以上とする目標が設定されているものの、2007（平成 19）年

度の実績は８名であり、今後の努力が期待される。また、教員による海外研究は順調

に行われているようであるが、外国人研究者の招聘実績については、2003（平成 15）

年度～2005（平成 17）年度に０名であり今後の課題である。 

経営学研究科では、「東洋大学経営力創生研究センター」による中国上海市を中心

とした海外研究調査活動、米国ミズーリ大学における｢日本発の独創的な日本企業の競

争力創生に関する研究｣をテーマにした国際シンポジウムでの３名の教員報告など、国

際交流センター、経営力創生研究センターと連携して、国際交流を実施している。ま

た、国内では明治学院大学との相互協定および「首都大学院コンソーシアム」による

教育・研究交流を行っている。しかしながら、大学院学生間の国際交流や国内の教育・

研究交流は活発であるとはいえない。学部生の国際交流はある程度推進されているが、

今後、大学院学生の国際交流を推進することが期待される。 

 

法学部・法学研究科 

国際交流センターに委員を送り出し、全学的な体制に沿った形で学生の国際交流を

行っている。また、比較法研究所の廃止後、法学部独自に教育・研究の国際交流を図

る試みが、創設 50 周年記念講演を契機に行われている。今後ともこのような取り組み

が継続的に行われることが望まれる。 

法学研究科の主目標の一つは、留学生を母国で活躍できる法律専門職業人に育成す

ることであり、博士号取得後に中国の大学で副教授や弁護士として活躍している修了

生を輩出している。他方で、研究科独自の国際交流の取り組みは見られない。 

 

社会学部・社会学研究科・福祉社会デザイン研究科 

全学的な取り組みや制度に沿った国際交流を行っており、国際交流の基本方針を掲

げ、福祉社会デザイン研究科では、大韓民国の韓日福祉経営協議会等との共同研究等

を通じて活発に国際交流が行われている。しかし、社会学部・社会学研究科において

は、学部・研究科独自に組織的な国際交流を実施するまでには至っていない。基本方

針に基づき、積極的な取り組みが期待される。 

 

工学部・工学研究科 

工学部としては教育・研究推進の向上を図るためにも、国内外の教育・研究交流を

積極的に図ることを基本方針としている。国際的な教育・研究交流を活発化させるた

め、海外協定大学との国際学術交流協定を結び、教員の国際会議での研究発表のため

の渡航費を海外研究費として予算化し支給するなど、積極的に活用している。 

工学研究科では、「ものづくり」と「サイエンス」の基礎を国際的な環境で身につ
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けることを基本方針として国際交流を行っている。研究交流について、文部科学省 21

世紀ＣＯＥプログラムの実施等を中心に積極的に展開している。国際シンポジウムを

開催（研究センターと工学研究科）し、それへの大学院学生の参加も奨励している。

また、外国語での論文発表や、共同研究も活発に行われており、交流は十分に行われ

ていると認められる。 

 

国際地域学部・国際地域学研究科 

国際地域学部では、学部内に「国際交流委員会」を設置し、基本方針を設定してい

るが、国際的な広がりから地域社会に貢献を重視した教育を掲げているものの、2006

（平成 18）年５月１日時点の学部の留学生数 179 名であり、目標とする留学生数には

達していない。群馬県内の協定７大学および海外の協定校との単位互換制度を制定し

ているが、実績はない。海外認定校からの留学生等の受け入れ、発展途上国への教育

支援の実績もないので、今後これらの問題の検討が必要である。 

国際地域学研究科においても、教育研究交流の枠組みを構築しているが、ＪＩＣＡ

（国際協力機構）長期研修者受け入れや教員および学生の学会、国際会議での発表、

また、バンコク・アジア工科大学の研修への参加や海外フィールド・ワークを実施し

ているだけで、必ずしも実績が上がっていない。研究科の特色でもある国際交流の基

本方針をより明確にし、その具体的推進が必要である。国際地域学研究科に、国際的

な情報交流センターとしての機能を持たせ、国際連携をはかり、研究を実施するとの

方針を明示しているので改善が期待される。 

 

生命科学部・生命科学研究科 

生命科学部においては、国際交流センターをとおして、毎年、１～２名の学生が語

学留学を行っており、支援のための英語教育コースも 2006（平成 18）年度より開設さ

れている。教員の短期海外研究に関しては過去５年間で毎年３～10 名の教員が調査・

研究へ出かけているが、長期海外研究に関しては内規が未整備のままであり、実績が

あがっていない。早期の整備が望まれる。 

生命科学研究科においては、「21 世紀ＣＯＥプログラム」での国際シンポジウムの

開催、海外への学生の派遣等が行われており活発な教育研究交流が行われている。 

 

（４） 学位授与・課程修了の認定 

文学研究科 

学位授与・課程修了認定手続きについては、大学院学則および学位規則に従い厳格

に行われている。文学研究科内部での実施方法も公平性・客観性を担保すべく工夫さ

れている。しかしながら、現代に相応しい学位授与方針を明確にし、その実現のため
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の方法を組み立ててゆく努力とその成果については、必ずしも十分ではない。専攻に

よっては自己改善の努力が見られるが、それが建学の精神につながって研究科全体を

組織的に動かすまでには至っていない。 

 

経済学研究科 

学位授与基準については、学位規則および内規により定められている。学位論文に

係る審査手続き等に関しては、大学院要覧等にある程度の記述が見られる。ただし、

審査内規に規定された諸条件が整備されているにも関わらず、内規そのものは明示さ

れていない。今後、学生に対して内規を明示するとのことであり、改善が期待される。 

 

経営学研究科 

主・副指導教授の講義と演習、それに研究指導体制も一定の論文指導によって、学

位水準は維持されている。博士論文の提出の要件(付帯条件)についても規定が設けら

れ、学位の水準を高く維持する仕組みが整っている。また、留学生への配慮もなされ

ている。修士号の授与数は、2002（平成 14）年度の 28 名を境にここ数年減少してい

るが、明示された大学院の理念･目的による制度を維持するためにも、早い段階での対

応が必要である。 

 

法学研究科 

博士号学位授与についての基準は現在作成中とのことである。また、課程博士につ

いて、「修士論文ほどの論文を一貫性あるテーマのもと、３本書くように指導している」

点については、博士論文と修士論文の質の違いを十分に認識しているとはいえないの

で、検討が望まれる。 

 

社会学研究科・福祉社会デザイン研究科 

社会学専攻においては学位授与方針に基づいて修士・博士号とも授与されている。

なお、社会心理学専攻は 2004（平成 16）年度開設のため、博士号の取得者はまだ出て

いない。ただし、「社会学研究科における教育目標に沿った研究活動を行い十分な成果

を上げているかどうかを重要な評価基準とする」ことが、「大学院履修要覧」等を見る

限り明示されていない。将来的には明示し公表する意向なので、改善が期待される。

福祉社会デザイン研究科においても、学位授与方針はおおむね明示されている。学位

授与の状況は、研究科としては新設直後のため実績はないが、社会学研究科の時代か

ら伝統ある社会福祉学専攻、福祉社会システム専攻では、おおむね順調に授与されて

いる。 
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工学研究科 

修士論文において研究指導を担当する主査と副査で審査を行い、専攻内で開催する

中間発表、最終発表を経て、最終的には工学研究科内で審議し修士の学位を授与する

ことを決定している。博士後期課程では、各専攻により学位取得に必要な該当論文や

投稿論文数に若干の相違はあるが、研究科で承認された基準に基づき手続きを行って

いる。審査は、他専攻の教員を含む審査委員会を設け、所定の手続きのもとに適正に

行われている。なお、学位論文の提出時に満たすべき条件については、大学院学生に

必要な部分を開示することが必要である。 

 

国際地域学研究科 

博士前期課程においては、コースワークと複数教員による研究指導の２本立て、研

究中間発表などが行われており、博士後期課程においては、研究中間発表と学位論文

発表会、学会発表、紀要等への掲載など研究指導体制が設定されている。2002（平成

14）年度に 15 名へ学位を授与して以来、59 名が修士号を授与され、2006（平成 18）

年には初の博士課程修了者を出している。留学生が英語のみで講義、研究指導を受け、

課程を修了することができるように配慮されているが、日本で学ぶ意味を明確にして

おく必要がある。 

 

生命科学研究科 

学位の授与は、中間発表会、審査会、公聴会をとおして厳正に審査されている。学

位授与率に関しても、修士課程では年度ごとに変動があるもののおおむね妥当な数値

である。一方、博士学位認定の運用規定（内規）、および必要とされる業績等の基準は

重要な事項であり、学生に必要な部分を開示する必要がある。また、短期修了制度は

評価されるものの、その要件を共通認識とするため、短期修了の基準を公表する必要

がある。 

 

（５） 通信教育部 

文学部・法学部 

大学の創設理念の一つである「貧困にして大学に入ること能はざるもの」のために

学問を教授することを体現するものとして、通信教育制度は重要な制度である。全科

目において連休や土曜・日曜を利用してスクーリングを実施し、レポート等に対して

適切に指導するとともに、学生一人一人の理解度を確認している。通学の困難さは、

これらにより補完されている。思うように学習の進まない学生に対しても学習相談会

を実施するなど充実した体制がとられている。インターネット等を利用した授業など

情報技術を活用した教育は、通信教育課程における教育方法としても有用であるが、
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その取り組みが今後の課題である。 

 

文学部 

日本文学文化学科のみの設置であるが、通信教育の目標と意欲の高さは注目に値す

る。惜しむらくは、建学の精神の中心に位置する哲学関係の学科に通信教育課程が設

置されていないことである。また、現在実施中の課程でも、学生たちの単位履修の実

績が必ずしも十分でないという現実もある。 

 

３ 学生の受け入れ 

全学 

学部・研究科における学生の受け入れについては、公正さを保ちながら常に改革に

取り組み、大学の理念に基づく受け入れ体制が構築されている。しかし、入学定員に

対する入学者数比率、収容定員に対する在籍学生数比率が高い学部等もあり、適切な

対応が望まれる。また、入学定員を定めていないにもかかわらず、学部によっては推

薦入試により相当数の学生を受け入れており、改善が望まれる。入試関係のパンフレ

ット等によって、受験生に対する説明責任はおおむね果たされている。大学院におけ

る学生の受け入れについては、社会人や留学生にも積極的に門戸を広げた入試を行っ

ているが、全体的に定員充足率は 88％で、定員を充足していない研究科、特に博士後

期課程に関して検討が必要である。なお法科大学院は、ほぼ定員どおりの学生が入学

しており、定員の管理は適切である。 

 

文学部・文学研究科 

文学部に関しては、多様な入試方法により選抜試験を行っているが、その結果、基

礎学力不足の学生も入学するようになり、多様な入試方法が生み出す新たな問題も出

てきている。また、文学研究科に関しても一般、社会人、学内推薦と幅広く多彩な入

試方法を実施しており、その結果、定員の 80％程度の入学者を安定して確保している。 

 

経済学研究科 

経済学研究科博士前期課程の経済学専攻における収容定員 20 名に対し、在籍学生

数が 47 名で、収容定員に対する在籍学生数比率が 2.35 である。特に、税理・会計コ

ースでは希望者と入学者が多いので定員を拡大する方向で検討中とのことであるが、

早急に改善が必要である。 

 

経営学部・経営学研究科 

学部における収容定員に対する在籍学生比率をみると 2003（平成 15）年から 2005
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（平成 17）年までは高い数値で推移していたが、2005（平成 17）年度および 2006（平

成 18）年度に改善を行い、定員管理は適正に行なわれている。 

大学院の受け入れに関しては、各専攻で方針を決め受け入れが行われているが、各

専攻とも定員を充足していないので、改善が必要である。 

 

法学部・法学研究科 

法律学科の収容定員に対する在籍学生数比率において改善はみられるものの、依然

として高い状態であり、適正な定員管理が望まれる。企業法学科については年度によ

り受験者数に大きな変動が見られる。企業法学科のコンセプトが必ずしも高校・受験

者側に浸透していないとすれば、早急の改善が求められる。 

法学研究科においては、受け入れ目標を明確に立て、その入試では、学内推薦入試

もあるものの学部成績の平均点が推薦基準とされ、面接も加味して公正性が保たれて

いる。他大学出身者の割合も平均 36％であり、目的・目標はおおむね達成されている。

ただし、博士後期課程における収容定員に対する充足率については早急な改善が求め

られる。 

 

社会学部・社会学研究科 

社会学部の過去５年間における入学定員に対する入学者数比率は高い数値で推移

しており、特に社会学科・社会福祉学科・社会心理学科ではより高い水準にある。適

正な定員管理が必要である。 

また収容定員に対する在籍学生数比率は、社会学部平均ではおおむね適正であるが、

そのうち卒論を必修とする社会学科や、実験・実習の比重の高い社会心理学科、社会

福祉学科においては、高くなっており今後とも適切な管理が望まれる。博士後期課程

の滞留者が多い社会学研究科では、指導体制と定員管理の改善が望まれる。 

 

工学部・工学研究科 

収容定員に対する在籍学生数比率は、学科によってばらつきがあり、定員を大きく

超えている学科もあるので、適正な管理が望まれる。大学院では、博士前期課程の２

専攻で収容定員をやや下回っているが、全体では充足している。また、博士後期課程

では収容定員を大きく下回っている専攻も見られ、改善が望まれる。 

 

４ 学生生活 

全体的に学生生活を支援するきめ細かい施策は評価できる。給付型奨学金による経

済支援、学生食堂の運営などについて学生の意見を聞く機会を設けた上での学生生活

上のアメニティ支援、学生生活に関わる学生総合案内の設置等による学生相談制度の
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充実、サークル活動施設の整備・拡充の４側面から学生生活の支援が整えられている。

大学負担の学生教育研究災害障害保険やＡＥＤも設置されている。ハラスメントにつ

いては、セクシュアル・ハラスメント防止に関する規定・委員会・相談窓口が設けら

れているが、調査・苦情処理委員会による事故の対応体制を早急に整備する必要があ

る。特に、大学院学生に対するアカデミック・ハラスメントやパワー・ハラスメント

への対応体制の整備が望まれる。 

 

５ 研究環境 

全学 

貴大学は教育活動のためにも研究は不可欠なものであるとの認識のもとに、研究を

重視する姿勢を鮮明に出し、その条件も教員に与えている。 

「東洋大学海外特別研究員規程」や「東洋大学国内特別研究員規程」があり、１年

間の研究の機会を得ることが可能である。他に短期海外研究制度もあり研究機会は十

分に保障されている。研究費についても、外部資金を含めるとある程度の額が確保さ

れていると考えられ、競争的研究環境創造のために「井上円了記念研究助成金」等を

活用して研究成果を生み出す工夫がされている。 

研究の成果については、研究所報、ホームページ、講演会、市民講座などを活用し、

公表している。 

 

文学部・文学研究科 

研究成果の公表数は十分な水準で推移している。しかし、科学研究費補助金などの

競争的資金への申請者は必ずしも多くない。また、海外研究に出る教員は少なくない

が、その成果の提示については不十分である。科学研究費補助金への申請に関する制

度改革も進めており、また海外研究も含めたサバティカル制度の見直しも図られてい

ることから、今後の研究環境の改善が期待される。 

 

経済学部・経済学研究科 

経済学部および経済学研究科では、中期目標と中期計画をもち、その柱として 2005

（平成 17）年度から総合評価制度を発足させており、個々の教員が特色ある研究を行

い、それを相互に評価、公表し、さらに評価の測定精度をあげようとしている。教員

に就任して間もない時期に海外研修の機会を多く設け、若手研究者に配慮している。 

 

経営学部・経営学研究科 

2006（平成 18）年度の科学研究費申請率が３割弱に留まっており、またその採択件

数も少ないことから科学研究費申請件数と採択件数増加への取り組みが望まれる。 
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法学部・法学研究科 

法学部の理念・目的であるグローバル化している社会の要請に応える教育に対応す

る研究として、西欧社会の法に関する研究およびアジア地域の法に関する研究の深化

を共通の課題としている。専任教員の研究論文等の発表数には多寡があって格差も大

きい。また、「東洋大学海外特別研究員規程」や「東洋大学国内特別研究員規程」があ

り、１年間の研究の機会を得ることが可能である。さらに、外部研究資金の獲得に関

し、科学研究費補助金の申請件数は少なく、2006（平成 18）年度に 11 件申請された

が、なお申請数が十分であるとは言えない。一層の改善が望まれる。 

 

社会学部・社会学研究科・福祉社会デザイン研究科 

専任教員の研究活動の状況は、一部に業績が極端に少ない教員や、大学紀要にしか

執筆していない教員が散見されるが、全体としてはおおむね活発で良好である。研修

機会は、国内・国外とも毎年各２名あり、おおむね妥当といえる。また、社会学研究

科がオープン・リサーチ・センター整備事業の一つに選定され、多くの教員が参画し

ている。 

 

工学部・工学研究科 

東洋大学の目標の一つである｢高水準、かつ特色ある研究拠点になる｣を踏まえて、

2004（平成 16）年度に策定した工学部中期計画では、研究活動の活性化を取り上げて

いる。一方で、研究活動の状況が単なるデータで示されているが、点検・評価の目的

にかなった分析がなされることが望まれる。21 世紀ＣＯＥプログラム、産学連携研究

推進事業、ハイテク・リサーチ・センター整備事業、学術フロンティア推進事業など、

文部科学省の大型研究助成金獲得実績は高く評価できる。「バイオ・ナノエレクトロニ

クス研究センター」の設置や、５年ごとの業績再評価の実施など、総合的に理念が実

践されている。しかし、専任教員の研究業績には大きな差が見られる。５年ごとに再

審査しているので、改善が期待される。 

 

国際地域学部・国際地域学研究科 

大学の目標である「社会の要請に創造的に応える」を実践すべく、「国際共生社会

研究センター」「地域活性化研究所」をはじめとして、国際地域学、国際観光学の研究

分野で国際的な視野に立った研究活動を行う努力をしている。また、「国際共生社会研

究センター」の設置、2005（平成 17）年度からの独立行政法人国立環境研究所との協

定締結などに見られる研究体制の整備ならびに海外６大学との学術協定の締結、教員

の国際学会派遣、国際研修や各種セミナーなどの研究環境も整備されている。個人研
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究費の１人あたりの配分額、研究室、ＯＡ機器、教員の担当授業数などの研究環境も

おおむね整備されている。 

 

生命科学部・生命科学研究科 

大学の教育理念をふまえて、研究活動は「高水準、かつ特色ある研究拠点になる」

との位置づけがなされている。研究活動の環境は整備されている。また、21 世紀ＣＯ

Ｅプログラム、産学連携研究推進事業などの文部科学省の研究プロジェクト、民間企

業や公的機関との共同研究など、多岐にわたる研究課題について推進されている。国

際誌への発表論文数は、過去３年の平均値として 33.6 報／年であり、これは教員１人

あたり年に 1.68 報を発表していることになり、目的は十分に達成されている。 

 

６ 社会貢献 

「社会の要請に創造的に応える」という教育理念を具現化するための５つの目標の

１つとして、生涯学習、特許・技術移転、さらには学生ボランティア活動を通じて、

教育・研究成果の社会への還元が積極的に行われている。公開講座、地方公共団体と

の連携による「カレッジ講座」の設置、講師派遣、地域住民に対する図書館の開放等

により、広く社会貢献がみられる。中でも、生涯学習を目的として、朝霞市との共催

で講座を開講し、その修了生を中心に具体的な街づくりに貢献している点、学生ボラ

ンティア活動への全学的、継続的支援体制として「学生ボランティアセンター」を設

立し、活発に活動している点は、高く評価できる。 

 

７ 教員組織 

全学 

おおむね、大学・学部・研究科の理念・目的・教育目標を達成する上で適切な教員

組織となっている。また、教員の採用、昇任などの基準等についても諸規定が整備さ

れている。なお、任用制度として「年俸契約雇用制度」「契約制英語講師雇用制度」（「特

任教授制度」については制定予定）があり、評価の高い教育者・研究者の採用を図る

ことに努めている。 

改善に向けた取り組みが見られるが、経営学部、法学部、卒論が必修科目である文

学部で、第２部等を含めた場合、専任教員１人あたりの学生数が非常に多いので、引

き続き学生に対するきめ細かい対応が望まれる。文学部、社会学部、工学部、法務研

究科（法科大学院）において教員の年齢構成に偏りが見られるため今後改善が望まれ

る。 
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文学部・文学研究科 

高年齢層に偏る教員構成、教養科目の専任担当率の低さ、非アカデミックな属性を

持つ兼任講師登用実績が低いなどの問題がある。大学院においては、学部担当教員の

一部のみの担当であり、資格を厳密に審査していることがうかがわれる。 

 

経済学部・経済学研究科 

専門科目担当教員数と一般教養科目担当教員数のバランスが、よく維持されている。

また、学部・学科の教員の年齢構成も均衡の取れたものになっている。 

 

経営学部・経営学研究科 

「一般教養的科目」の担当教員については、教員数が大幅に不足しているが、2008

（平成 20）年度にむけて専門科目、教養科目、および外国語科目の専任教員の増員が

はかられており、教員数の不足が改善されることが期待される。経営学研究科は兼担

(専任)21 名に対し兼任 11 名となっており、この比率は適切である。 

 

法学部・法学研究科 

法学部法律学科において、2006（平成 18）年、2007（平成 19）年に大学設置基準

上の必要専任教員数を充たしていない時期があったことは、憂慮すべき事態であり、

今後このような事態がないよう教員組織の一層の充実を期待したい。法学研究科の教

員組織では、教育目標を意識して、裁判官出身者や弁護士資格のある教員が確保され

ている。 

 

社会学部・社会学研究科 

社会学部の専任教員数は、各学科とも大学設置基準で定められた必要数以上となっ

ており、おおむね適切であり、女性教員比率も 29.4％と比較的良好である。なお、社

会心理学科の教員 1 人あたり在籍学生数が多くなっており、定員管理において対策が

望まれる。社会学部の専任教員の中には大学院を兼務している教員や、第２部を担当

する教員もいることを考慮すると、教員の負担の面で検討が必要である。 

 

工学部・工学系研究科 

2006（平成 18）年度、教員１人あたりの学生数は 34.5 名である。工学部は８学科、

132 名の専任教員を擁し、工学部の教育理念、教育目標を達成するために学科の特色

を発揮できるような教員組織となっている。 
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国際地域学部・国際地域学研究科 

学部および研究科の教員組織は、数、配置に関して適切であると評価できる。必修

科目において、専任教員が担当する割合が高い体制（国際地域学科では 100％、国際

観光学科では 94.8％）をとっている。 

 

生命科学部・生命科学研究科 

専任教員による教育分担率は、必修科目、選択科目ともに高い。同様なことは研究

科でも言えることである。さらに、教育目標を踏まえ、教員の 30％を民間企業から採

用して社会のニーズへの即応を図っている。しかし、専門教育を担当する教員は充実

しているが、専門教育担当者が教養教育を兼務しており、教養教育を担当する専任教

員が生命科学部に配置されていない。地理的に離れたキャンパスでは、教養教育を担

当する専任教員を配置することが望ましく、改善の余地がある。 

 

８ 事務組織 

日常的な教育・研究を遂行していく上で、事務組織は適切に整備されていると思わ

れるが、理事会の下に置かれた事務組織と教員を構成員とする教学組織の独自性と有

機的連携をどのように確保していくかという点については、社会貢献の活動が年々増

加することを含め、継続して検討することが望まれる。 

 

９ 施設・設備 

全学 

総合大学として４つのキャンパスをもち、全体としては校地･校舎面積も大学設置

基準を大きく上回っており、大学の理念・目的を達成するための校舎、研究所、学生

用施設等について、十分な施設・設備を擁するとともにその適切な管理運営が組織的

に行われている。1989（平成元）年から各キャンパスの再開発工事や整備も進んでい

る。白山キャンパスの再開発によって文系５学部の「都心４年間一貫教育」が実現で

きたことにより、物理的条件も大きく改善され、教育・研究上の効果が高まることが

期待される。ソフト面でも、キャンパス内のＬＡＮと情報機器の整備が図られており、

「東洋大学統合マルチメディア学術情報通信システム」を整備したことで、他キャン

パスでの遠隔授業も実施されている。またバリアフリー化や障がい者等が抱える施設

上の問題についても、積極的に取り組まれている。 

 

文学部・文学研究科 

ＴＡが常駐する各学科の共同研究室の設置に伴い、学部学生の学習、図書の管理と

その有効利用の上で効果が期待できる。また、施設の統合により文学部の研究室、教
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室、会議室が同一建物内に確保されたため、研究活動の活性化が実現された。その一

方で、朝霞キャンパスに残された図書資料の利用法、大学院学生の専用研究室が設け

られなかったことなど、施設移転に伴う不備の面もある。 

 

経営学部・経営学研究科 

学部の理念･目的を達成する教育・研究施設は十分に整備されており、学科ごとの

基礎実習準備室(２号館)と資格試験の学習室･会計特別研究室(５号館)が設置されて

いる。大学･学部・研究科の教育・研究方針を踏まえ利便性、経済性、耐久性を考慮し

つつ施設の充実を図っている。 

 

法学部・法学研究科 

教育効果を高めるため、研究指導棟に学習指導室、特別選抜クラス学習指導室等が

設けられている。 

 

社会学部・社会学研究科 

大学院学生用の研究室等が、在籍学生数から見て不十分である点は、改善が望まれ

る。 

 

工学部・工学研究科 

キャンパス内に分散している各学科の研究室・実験室を新しい学科構成に見合うよ

うに、または実験内容に適したように再配置・再配分するための検討が速やかに行わ

れることが望まれる。 

 

国際地域学部・国際地域学研究科 

緑化の推進、および学生の自動車通学に対応できるよう駐車場を拡張するなどの整

備が進んでいる。また、板倉キャンパスのアメニティの面で、食堂施設、ファースト

フード施設、売店なども整備されている。 

 

生命科学部・生命科学研究科 

研究活動に使用可能な床面積の拡張と、恒温室、培養室、低温室などの実験施設の

充実等、今後取り組まねばならない事項も見受けられ、学部・研究科の目的を推進す

るためには、施設・設備の充実に向けたさらなる方策を遂行することが望まれる。ま

た、学生数、大学院学生数から考えて、卒業研究および修士論文作成のための実験ス

ペースが不足しているので、改善の余地がある。 
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１０ 図書・電子媒体等 

総合大学として多くの学部･学科を抱え、またキャンパスも４つに分かれているた

め、図書関係の整備、運営には困難があるが、全体として資料の体系的な整備、その

有効利用、収容定員、開館時間など、おおむね貴大学附属図書館の理念に沿った形で

運営されている。図書館をより身近にそして有効に活用すべく目的に応じた説明書を

作成している点は引き続きこれを充実させることが期待される。なお、一部の大学院

あるいはイブニングコースの学生は、白山図書館を、授業終了（21 時 10 分）後利用

できない。利用状況の調査などにより検討されているが、学生の勉学意欲増進のため

に開館時間の確保が望まれる。また、その図書館が設置されているキャンパスを利用

する大学院学生や学部学生のみを対象とするのではなく、遠方で在宅学習する通信教

育部学生に対する十分なサービスが提供されるよう検討が望まれる。なお、全キャン

パスとも地域への図書館開放が積極的に見られる。 

 

１１ 管理運営 

総合大学であることに起因する管理運営の難しさがあると思われるが、明文化され

た規定に基づいた管理運営体制は整っている。ただし、学長のガバナンスと教授会の

意思決定の問題は随所で触れられているが、一定の方向性が見えていない。今後学部

長の職務権限についても明確にすることが望まれる。 

 

１２ 財務 

1989(平成元)年度から 2005(平成 17)年度までの長期にわたり、施設・設備等の環

境整備のために、新規キャンパスの取得、既存キャンパスの再開発、老朽校舎の建て

替え、新学部の設置、既存学部の移転等多額の投資資金を必要としたため負債も増加

し財務状況も悪化している。また、第２号基本金の組み入れが過少であったため、単

年度の消費収支が大幅な消費支出超過になっている年度もあり、消費収支の平準化が

図られていない側面もうかがえる。しかし、2001(平成 13)年度から 2005(平成 17)年

度までの帰属収支差額をみると、安定した収入超過になっており、当面の施設・設備

投資も終了しているので今後財務状況が改善の方向へ向かうことが期待される。 

財務関係比率では、まず消費収支計算書関係比率であるが、人件費比率や消費支出

比率等の重要な指標は「理工他複数学部を設置する私立大学」の平均よりも良い数値

である。ただし、学生生徒等納付金比率が「理工他複数学部を設置する私立大学」の

平均を上回っているので、収入源を分散し学生生徒等納付金に大きく依存しない収入

構造に変えていく必要がある。次に、貸借対照表関係比率は、施設・設備等の環境整

備のための多額の投資により内部留保が少なく、全般的に「理工他複数学部を設置す

る私立大学」の平均より悪い数値であるものの改善傾向にある。 
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全般的に財務状況は安定しているとは言いがたいが、帰属収支差額が毎年度収入超

過であること、志願者や入学者が安定的に確保されていること等から、財務状況は今

後改善に向かうと推定される。 

なお、監事および公認会計士(または監査法人)監査は適切に行われており、監事に

よる監査報告書には、学校法人の財産および業務に関する監査の状況が適切に表示さ

れている。 

 

１３ 情報公開・説明責任 

大学・学部に関してはウェブサイトあるいは刊行物などで公表しているものの、各

学部間の足並みを揃えた全学としての発信体制の整備の必要性が自覚されており、そ

の実現がまたれる。 

財務情報の公開については、教職員向けに『ＡＲＣＨＩＶＥＳ』、学生･卒業生･保

護者向けには『ＴＯＹＯ ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ ＮＥＷＳ』を刊行し、貴大学に対

する理解の促進に役立てている。また、ホームページには＜財務情報＞という情報公

開のためのリンクが設けられ、容易に資料閲覧が可能になっている。ホームページに

ついては、財務三表に加え、キャッシュフロー計算書や目的別決算書、引当資産明細

表等、さらに過去５年間の財務状況や学生数の推移を公開している。また、図表や比

率等もあわせて掲載するなどの工夫も見られ、情報公開や説明責任の履行を適切に果

たそうとする姿勢は高く評価できる。 

 

Ⅲ 大学に対する提言 

 総評に提示した事項に関連して、特筆すべき点や特に改善を要する点を以下に列挙する。 

一 長所として特記すべき事項 

１ 教育内容・方法 

（１）教育課程等 

１）工学研究科や生命科学研究科が主体となり、文部科学省 21 世紀ＣＯＥプログ

ラム「バイオ科学とナノテクノロジーの融合」やハイテク・リサーチ・センタ

ー整備事業「バイオ・ナノエレクトロニクス研究センター」に採択されるなど、

活発に活動しており、教育課程の質的向上に役立っている。 

 

２ 社会貢献 

１) 生涯学習を目的として、朝霞市と共催で「あさか・パートナーシップ・カレッ

ジ」を開講して３期目であり、１・２期修了生を中心として構成された「朝霞

市市政パートナー会議」を通じて具体的にまちづくりに貢献している。 

２) (旧)山古志村復興支援を契機とした学生ボランティア活動への全学的、継続的
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支援体制としての「学生ボランティアセンター」の設立ならびに同センターの

活動は、高く評価できる。 

 

３ 情報公開・説明責任 

１) ホームページにおいて、キャッシュフロー計算書や目的別決算書、引当資産明

細表等、さらに過去５年間の財務状況や学生数の推移を公開している。また、

図表や比率等もあわせて掲載するなどの工夫も見られ、貴大学に対する理解を

促進するための公開姿勢が表されている。 

 

二 助 言 

１ 教育内容・方法 

（１） 教育方法等 

１) 授業評価アンケートは、教員１人あたり１科目ないし２科目についてのみ実施

されており、結果の教員へのフィードバックならびに学生への公開等、結果を

教育改善に活用する制度が組織的に十分に行われているとはいえない。 

２) 多くの学部・研究科のシラバスにおいて、学期スケジュールが詳細に示されて

いない科目が多く、数週をまとめたテーマに留まるものも多い。また、成績評

価の方法の記載では、出席率、レポート、期末試験の重みづけが具体的に示さ

れていないので改善が望まれる。 

３) 各研究科において、ＦＤ活動、履修指導が必ずしも十分とはいえない。教員個

人に依存した従来型の教育・研究指導が行われていると見られるが、ＦＤを活

性化させてカリキュラム・履修指導の組織化、学位取得までの学修プロセスの

明示などが望まれる。 

 

（２） 学位授与・課程修了の認定 

１) 法学研究科においては、博士号の授与についての基準は現在作成中とのことで

あるが、博士論文の質を担保する要件なども含めて早急な対応が望まれる。 

 

２ 学生の受け入れ 

１) 工学部において、収容定員に対する在籍学生数比率は 1.20 であり、学科におい

ても、機械工学科 1.23、電子情報工学科 1.24、環境建設学科 1.22、建築学科

1.25、情報工学科 1.28 と高くなっており収容定員に沿った適切な定員管理が望

まれる。入学定員に対する入学者数比率（５年間平均）についても電子情報工

学科 1.20、建築学科 1.25、情報工学科 1.24 と入学定員を大きく超えており、

定員に沿った適切な受け入れが望まれる。 
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２) 社会学部において、収容定員に対する在籍学生数比率は社会心理学科、社会福

祉学科ともに 1.20 と高くなっており収容定員に沿った適切な定員管理が望ま

れる。入学定員に対する入学者数比率（５年間平均）についても、第１部で 1.25

であり、中でも実験・実習の比重の高い社会心理学科 1.24、社会福祉学科 1.25

と入学定員を大きく超えている。定員に沿った適切な受け入れが望まれる。 

３) 入学定員を定めていないにもかかわらず、学部によっては推薦入試により、相

当数の学生を受け入れており、改善が望まれる。 

４) 編入学については、２年次、３年次において実施している学部・学科は募集人

員を若干名としているが、相当数の受験者・合格者の実績であるので、募集人

員を明確にすることに努めるべきである。 

 

３ 教員組織 

１) 教員の年齢構成について、文学部（51～60 歳；37％、61 歳以上；34％）、工学

部（61 歳以上；41％）など偏りが見られ、引き続き改善に向けた努力が必要で

ある。 

２) 文学部第１部の専任教員１人あたりの学生数は、日本文学文化学科 40.6 名、英

米文学科 50.0 名、史学科 49.5 名と多くなっている。また、第２部も含めた文

学部全体でみても、専任教員１人あたりの学生数は 46.4 名と多い。卒業論文を

必修としていることを考えると十分な指導が行える状況にあるとはいえないの

で、その改善が望まれる。 

３) 経営学部第１部の専任教員１人あたりの学生数は、経営学科において 64.6 名と

多くなっている。マーケティング学科については、新学科の設立等の事情があ

るにしても専任教員１人あたりの学生数が 100 名を超えており、改善が必要で

ある。また、第２部も含めた経営学部全体でみても、専任教員１人あたりの学

生数は 79.4 名と多い。多くの教員が第２部の教育を担当することも考えると、

その改善が望まれる。 

４) 法学部第１部の専任教員１人あたりの学生数は、法律学科において 84.5 名と多

くなっている。また、第２部も含めた法学部全体でみても、専任教員１人あた

りの学生数は、91.6 名と多い。第２部や通信教育部等も担当している教員がい

ることも考えると、早急な改善が望まれる。 

 

以 上 
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「東洋大学に対する大学評価結果ならびに認証評価結果」について 

 

 

貴大学より 2007（平成 19）年１月 16 日付文書にて、2007（平成 19）年度の大学評価なら

びに認証評価について申請された件につき、本協会大学評価委員会において慎重に評価した

結果を別紙のとおり報告します。 

本協会では、貴大学の自己点検・評価を前提として、書面評価と実地視察等に基づき、貴

大学の意見を十分に斟酌した上で、評価結果を作成いたしました。提出された資料（東洋大

学資料１）についても、不明な点や不足分があった場合には、直ちに連絡するように努め、

また評価者には、経験豊富な者を中心に正会員より推薦いただいた評価委員登録者をあてる

とともに、評価者研修セミナー等を通じてそれぞれの質の向上を図るなど、万全を尽くして

まいりました。 

その上で、貴大学の学部・研究科等の設置状況に応じて編成した分科会のもとで、本協会

が設定している「大学基準」への適合状況を判定するための評価項目について、提出された

資料や実地視察に基づき、慎重に評価を行いました。 

 

(1) 評価の経過 

まず書面評価の段階では、分科会を構成する主査および各委員が、それぞれ個別に評価所

見を作成し、これを主査が中心となって１つの分科会報告書（原案）に取りまとめました。

その後各委員が参集して、全学評価分科会および専門評価分科会を開催し（開催日は東洋大

学資料２を参照）、分科会報告書（原案）についての討議を行うとともに、それに基づいて

再度主査が分科会報告書（案）を作成いたしました。財務の評価については、大学財務評価

分科会の下部組織である部会で第一次的な検討を行って部会報告書を取りまとめました。そ

の後、９月４日に大学財務評価分科会を開催し、部会報告書について討議を行い、それに基

づいて主査が分科会報告書（案）を作成いたしました。その後、各分科会報告書（案）を貴

大学に送付し、それをもとに 10 月 19 日、10 月 23 日、10 月 31 日に実地視察を行いました。 

実地視察では、各分科会より付された疑問等について聴取し実状を確認するとともに、意

見の交換、学生へのヒアリング、施設・設備の視察などを実施し、これらに基づいて主査が

分科会報告書（最終）を完成させました。 

同報告書（最終）をもとに大学評価委員会正・副委員長・幹事会で作成した「評価結果」 
（委員長案）を大学評価委員会で審議し、「評価結果」（委員会案）として貴大学に送付しま

した。その後、同委員会案については、意見申立の手続きを経て大学評価委員会で「評価結

果」（最終案）とし、その後理事会、評議員会の承認を得、最終の「評価結果」が確定いた

しました（「東洋大学資料２」は、ご参考までに今回の評価の手続き・経過を時系列で示し

たものです）。 
 なお、「評価結果」は、学校教育法に定める認証評価の結果という性格も有することから、
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貴大学への送付とあわせて広く社会に公表し、文部科学大臣にも報告いたします。 

 

(2) 「評価結果」の構成 

貴大学に提示する「評価結果」は、「Ⅰ 評価結果」、「Ⅱ 総評」、「Ⅲ 大学に対する提

言」で構成されています。 

「Ⅰ 評価結果」には、貴大学が「大学基準」に適合しているか否かを記しています。 

「Ⅱ 総評」には、貴大学の理念・目的・教育目標とその達成状況等を示した「一 理念・

目的・教育目標の達成への全学的な姿勢」、貴大学の自己点検・評価のしくみとそれがどの

ように機能しているかを示した「二 自己点検・評価の体制」、｢大学基準｣の充足状況につ

いて貴大学の長所と問題点を整理した「三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組

み」を含んでおります。 

「Ⅲ 大学に対する提言」は、「長所として特記すべき事項」、「勧告」、「助言」で構成さ

れます。「長所として特記すべき事項」は、大学がその特色ある優れた取り組みをさらに伸

張するために示した事項です。ただし、その取り組みがいかに優れたものであっても、一部

の教員のみによる事例や、制度の設置・仕組みの整備だけで成果が確認できない場合につい

ては基本的に指摘から除外しております。 

「勧告」は法令違反など大学としての最低要件を充たしていない、もしくは改善への取り

組みが十分ではないという事項に対し、義務的に改善をもとめたものです。「勧告」事項が

示された大学においては、同事項に誠実に対応し、早急にこれを是正する措置を講じるとと

もにその結果を改善報告書として取りまとめ、原則として 2011（平成 23）年７月末日まで

にこれをご提出いただきたく存じます。 

一方、「助言」は、大学としての最低要件は充たしているものの、理念・目的・教育目標

の達成に向けた一層の改善努力を促すために提示するものです。「助言」についても「勧告」

同様、改善報告がもとめられるものの、それらにどのように対応するかは各大学の判断に委

ねられております。この点で「勧告」と「助言」の性格は異なっております。 

また、今回提示した各指摘は、貴大学からの申請資料に基づく書面評価に加えて、実地視

察ならびに意見申立といった手続きを踏んだ上で導き出したものであり、可能なかぎり実態

に即した指摘となるよう留意したことを申し添えます。 

なお、今回の評価にあたり、ライフデザイン学部、福祉社会デザイン研究科は、評価資料

を提出する４月段階において申請資格充足年度（標準修業年限＋１年）を迎えておらず、教

育・研究活動に関する評価が十全には行えませんでした。したがいまして当該学部・研究科

については、その完成時の状況を、所定の様式にしたがって完成報告書として取りまとめ、

改善報告書提出時に本協会宛に提出いただくよう要請いたします。 

 

東洋大学資料１―東洋大学提出資料一覧 

東洋大学資料２―東洋大学に対する大学評価のスケジュール 
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東洋大学資料１

(1) ＜学部＞
2006年度 入学試験要項
入試システムガイド 2006
社会人特別選抜 入学試験要項 2006
海外帰国生 入学試験要項 2006
海外帰国生 10月入学のための入学試験要項
　　　　工学部、国際地域学部 2005
外国学生 入学試験要項 2006
外国学生 10月入学のための入学試験要項
　　　　工学部、国際地域学部、生命科学部 2005
2005年度 10月入学のための入学試験要項　国際地域学部
ＡＯ入試要項 工学部、生命科学部
編入・転入 入学試験要項 2006

＜大学院＞
大学院入学試験要項2006(文、社、法、経営、経済）
大学院入学試験要項2006(2006年10月入学のための7月試験）
大学院入学試験要項2006(経済学研究科公民連携専攻）
大学院入学試験要項2006(工学研究科）
大学院入学試験要項2006(国際、生命）
大学院入学試験要項2006(福祉社会ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究科）
大学院研究生出願要項2006
大学院外国人研修生出願要項2006
大学院 学内推薦入学試験要項 文学研究科2月入試　2006
大学院 学内推薦入学試験要項 文学研究科9月入試　2006

＜法科大学院＞
法科大学院 入学試験要項 2006

＜通信教育部＞
通信教育部 入学要項 2006年度

(2) ＜大学＞
井上円了の教育理念（小冊子）
ショートヒストリー東洋大学（小冊子）
2006 GUIDE BOOK
2006東洋大学はいま
2006東洋大学データブック
国際交流プログラム
　　　STUDENT EXCHANGE AND STUDY ABROAD
        　　　    PROGRAMS OF TOYO UNIVERSITY
通信教育課程 2006
知徳兼全
大学院案内2006
日経BPムック「変革する大学」シリーズ『東洋大学』

文 2006文学部パンフレット
研究科パンフレット2006

経済 東洋大学経済学部入学ガイド
研究科パンフレット2006
公民連携専攻パンフレット

経営 東洋大学経営学部パンフレット

資　料　の　名　称

(2)大学基礎データ

(4)自己点検・評価報告書における主要点検・評価項目記載状況

添付資料

(3)専任教員の教育・研究業績（表24、25）

東洋大学提出資料一覧

調書
資　料　の　名　称

(1)点検・評価報告書

資　料　の　種　類
学部、学科、大学院研究
科等の学生募集要項

大学、学部、学科、大学院
研究科等の概要を紹介し
たパンフレット
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資　料　の　名　称資　料　の　種　類
研究科パンフレット2006
ビジネス・会計ファイナンス専攻パンフレット

法 東洋大学法学部案内
企業法学科とは
研究科パンフレット2006

社会 社会学部パンフレット
研究科パンフレット2006

福デ 研究科パンフレット2006
工 工学部パンフレット

機械工学科パンフレット
環境建設学科パンフレット
コンピュテーショナル工学科パンフレット
機能ロボティクスパンフレット
東洋大学大学院工学研究科パンフレット

国際 学部パンフレット（国際地域・生命共通）
研究科パンフレット2006 国際地域学専攻
研究科パンフレット2006 国際観光専攻

生命 学部パンフレット（国際地域・生命共通）
研究科パンフレット2006

法 法学部50周年記念パンフレット
ﾗｲﾌ ライフデザイン学部パンフレット（一般向用）

ライフデザイン学部パンフレット（学生募集用）
東洋大学法科大学院 GUIDE BOOK 2006

(3) 大学院要覧2006
文学部履修要覧 2006年度入学生用
文学部 第1部 講義要項 2006年度（2004年度以降入学生用）
文学部 第2部 講義要項 2006年度
大学院講義要項2006 （文）
平成18年度　学習のしおり　2003年度以前入学生用・科目等履修生
用・科目別履修生用
平成18年度 学習のしおり 2004～2006年度入学生用・特修生用
通信教育部 　平成18年度 ガイドブック
経済学部履修要覧　2006年度
経済学部　第1部　講義要項　2006年度
経済学部 第2部 講義要項 2006年度
大学院講義要項2006 （経済）
経営学部履修要覧 2006年度
経営学部 第1部 講義要項 2006年度
経営学部 第2部 講義要項 2006年度
大学院講義要項2006 （経営）
法学部履修要覧　2006年度
法学部　第1部　講義要項　2006
法学部　第2部　講義要項　2006
法学部　サブテキスト
大学院講義要項2006　（法）
平成18年度　学習のしおり　2003年度以前入学生用・科目等履修生
用・科目別履修生用
平成18年度　学習のしおり　2004～2006年度入学生用・特修生用
通信教育部　　平成18年度　ガイドブック
社会学部履修要覧　2006年度　入学生用
社会学部　第1部　講義要項　2006年度　入学生用
社会学部　第2部　講義要項　2006年度　入学生用
大学院講義要項2006　（社）
平成18年度　履修要覧　工学部
平成18年度　講義要項　工学部
大学院講義要項2006　（工）
国際地域学部履修要覧2006
国際地域学部教員紹介(プロフィール)別冊
大学院講義要項2006　（国際、生命）

生命 生命科学部履修要覧2006

国際

経済

経営

法

通信

文

通信

社会

工

学部、学科、大学院研究
科等の教育内容、履修方
法等を具体的に理解する
上で役立つもの
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資　料　の　名　称資　料　の　種　類
大学院講義要項2006　（国際、生命）

法 演習年報　2005　（CD-ROM）
工 学校法人東洋大学と独立行政法人国立環境研究所との協力に関す

る協定書
東洋大学と独立行政法人海洋研究開発機構の教育研究への連携・
協力に関する協定書
東洋大学と独立行政法人理化学研究所との教育研究協力に関する
協定書
公開講座 建築学特別講義「住宅の質をどう確保するか」

ライフ ライフデザイン学部履修要覧・講義要項
大学院講義要項2006 （福祉）
首都圏コンソーシアム　学術交流に関する協定書
東洋大学と国立環境研究所との協定書

文 大学院委託聴講生(英語英文専攻)に関する協定書
社会 社会学分野の単位相互制度に関する協定書
経営 大学院委託聴講生(経営学専攻、ビジネス･会計ファイナンス専攻)に

関する協定書
工 川越シティカレッジ 東洋大学大学院サテライト講座

経済 経済学研究科（専攻）単位互換制度に関する協定書
福デ 大学院委託聴講生(社会福祉学専攻)に関する協定書

法科大学院履修要覧2006
法科大学院シラバス2006

(4) 2006年度文学部第1部白山校舎授業時間割表（2004～2006年度入学
生用）
2006年度文学部第2部授業時間割表（2004～2006年度入学生用）
2006授業時間割表第1部白山校舎経済学部（2004～2006年度入学生
用）
2006経済学部第2部授業時間割表（2004～2006年度入学生用）
2006経営学部第1部授業時間割表（06）
2006経営学部第2部授業時間割表（06）
2006 授業時間割 第1部法学部2004～2006年度入学生用
2006 授業時間割 第2部法学部2004～2006年度入学生用
2006 授業時間割表 第１部社会学部2004～2006年度入学生用
2006 社会学部第2部授業時間割表 2004～2006年度入学生用

工 2006年度 授業時間割表 2005年度以降入学生
2006年度 授業時間割表

国際 授業時間割2006（2005年度以降入学者用）
大学院授業時間割 国際地域学専攻 2006年度
大学院授業時間割 国際観光学専攻 2006年度

生命 授業時間割2006（2005年度以降入学者用）
大学院授業時間割 生命科学専攻 2006年度
大学院授業時間割表（文系）2006

ﾗｲﾌ ライフデザイン学部授業時間割表
法科大学院時間割（平成18年度）

(5) 東洋大学学則
東洋大学大学院学則（大学院要覧2006に所収）
東洋大学学位規則（大学院要覧2006に所収）
東洋大学専門職大学院学則
東洋大学 通信教育部規程
東洋大学学術研究推進センター及び研究所規程
東洋大学バイオ･ナノエレクトロニクス研究所センター規程
東洋大学知的財産センター規程

(6) 東洋大学学部長会議規程
東洋大学教授会規則
東洋大学国際地域学部教授会細則
東洋大学生命科学部教授会細則
東洋大学ライフデザイン学部教授会細則
東洋大学ライフデザイン学部主任会議内規
東洋大学大学院研究科委員長会議規程

社会

大学学則、大学院学則、
各学部規程、大学院研究
科規程等

文

経済

経営

法

学部教授会規則、大学院
研究科委員会規程等

学部、学科、大学院研究
科の年間授業時間割表
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資　料　の　名　称資　料　の　種　類
東洋大学法科大学院教授会規程

(7) ＜学部＞
文学部教員資格審査委員会内規
文学部教員資格審査に関する申しあわせ事項
経済学部学部長選出制度に関する申し合わせ事項
｢東洋大学教員資格審査委員会規程｣に関する｢経済学部内規｣

経営 経営学部教員資格審査基準細則
法学部教員資格審査委員会の資格審査基準
法学部人事構想委員会内規
東洋大学社会学部 教員資格審査委員会規程
東洋大学社会学部 教員資格審査基準
東洋大学工学部教員資格審査委員会細則
工学部教員資格審査委員会細則運用方針（含む別紙1・2）
東洋大学国際地域学部教員資格審査委員会細則
学部長選出に関する内規（国際地域学部）
東洋大学生命科学部教員資格審査委員会細則
生命科学部長選出に関する内規
ライフデザイン学部教員資格審査委員会細則
ライフデザイン学部教員資格審査基準細則
ライフデザイン学部教員資格審査細則の各種判断基準
＜大学院＞
東洋大学大学院教員資格審査規程
東洋大学工学研究科教員資格審査委員会細則
東洋大学大学院工学研究科教員資格審査・審査基準内規
東洋大学法科大学院教員資格審査規程

(8) 学長選出・罷免関係規程 東洋大学学長の選任および選挙に関する規則

(9) ＜大学＞
東洋大学自己点検・評価委員会規程
教育研究に関する評価・改善・企画委員会規程
＜学部＞
社会学部 自己点検・評価委員会要項
社会学部 自己点検・評価要領
ライフデザイン学部自己点検・評価委員会内規
ライフデザイン学部自己点検・評価要領
ライフデザイン学部FD推進委員会内規

(10) 東洋大学セクシャル・ハラスメント防止に関する規程

(11) 規程集 東洋大学規程集（平成18年度版）

(12) 寄附行為 寄附行為

(13) 理事会名簿 理事会名簿

(14) ＜大学＞
東洋大学自己点検・評価のための『ひろば』第8号
東洋大学4キャンパス学生意識調査報告書 2001年度
＜学部＞

経営 平成17年度東洋大学経営学部自己点検・評価報告書
法 2005年度 東洋大学法学部 授業に関するｱﾝｹｰﾄ集計結果

社会 YEAR･BOOK2005(年次報告書）
生命 生命科学部自己点検・評価報告書（Ｈ14年度版）

(15) 学術研究推進センター 新たなる知の構築をめざして
　　－東洋大学の新研究所体制－
工業技術研究所 パンフレット
工業技術

(16) 図書館利用ガイド等 1.　図書館利用のしおり

大学・学部等が独自に作
成した自己点検・評価報
告書

附属（置）研究所や附属病
院等の紹介パンフレット

自己点検･評価関係規程
等

社会

ハラスメントの防止に関す
る規程等

工

国際

生命

ﾗｲﾌ

経済

法

社会

ﾗｲﾌ

文
教員人事関係規程等
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資　料　の　名　称資　料　の　種　類
2.　図書館活用ガイド（パスファインダー）（10タイトル）
3.　図書館ガイダンス案内（白山図書館 新入生ガイダンス用）
4.　図書館ガイダンス案内（白山図書館 基礎編）
5.　図書館ガイダンス案内（白山図書館 応用編）
6.　図書館ガイダンス案内（川越図書館 新入生ガイダンス用）
7.　図書館ガイダンス案内（朝霞図書館 新入生ガイダンス用）
8.　図書館ガイダンス案内（朝霞図書館 授業別ガイダンス用）
9.　図書館ガイダンス案内（板倉図書館 新入生ガイダンス用）
　　（3～9は、パワーポイントによる説明内容の資料）
10.東洋大学附属図書館規則
11.東洋大学附属図書館の理念
12.東洋大学附属図書館収書・選書方針

(17) 『セクシャル・ハラスメントを防止しよう』

(18) Be/就職活動ガイドブック
公務員ガイドブック
プログラムガイド
就職活動記
就職活動記〔公務員編〕
キャリアデザイン
仕事BOOK
就職活動支援セミナー用テキストブック

(19) 学生生活ハンドブック2006（白山）（内容は川越、板倉ほぼ同じ）
学生生活ハンドブック2006（大学院）
学生相談室報告書第７号（2005年度）
学生相談室（リーフレット）
学生相談室だより第33号（2006.4）
困ったときの学生対応Q＆A（教職員のための学生相談ハンドブック）
学生総合information『Campus Life Ｑ＆Ａ』（案内パンフ）
医務室便り
健康のしおり
奨学金ガイド（2006年度）
自然災害により被災した学部・大学院生の在学生並びに入学生に対
する支援措置
東洋大学セミナーハウスGuide Book

(20) 財務関係書類 独立監査人の監査報告書（平成13年4月から平成14年3月31日まで）
計算書類（同上）
独立監査人の監査報告書（平成14年4月から平成15年3月31日まで）
計算書類（同上）
独立監査人の監査報告書（平成15年4月から平成16年3月31日まで）
計算書類（同上）
独立監査人の監査報告書（平成16年4月から平成17年3月31日まで）
計算書類（同上）
独立監査人の監査報告書（平成17年4月から平成18年3月31日まで）
計算書類（同上）
監査報告書・計算書類（平成18年4月から平成19年3月31日まで）
ARCHIVES （該当ページのみ）
東洋大学報（№203）
WEB上で公開している計算書類、事業報告、事業計画書
　平成17年度決算分（監事の監査報告書含む）
　 （東洋大学ホームページURLおよび写し）
 掲載期間 平成17年度より平成16年度決算から掲載

追加提出資料

学生へのカウンセリング利
用のためのパンフレット

学校教育法第５８条の改正に伴う新たな教員組織の整備について
・表１９教員組織（平成１９年５月１日現在）

ハラスメント防止に関する
パンフレット

就職指導に関するパンフ
レット
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東洋大学に対する大学評価のスケジュール 

 

 貴大学の評価は以下の手順でとり行った。 

  

2007 年 １月 16 日  貴大学より大学評価申請書の提出 

３月 10 日  第１回大学評価委員会の開催（平成 19 年度大学評価のスケジュ

ールの確認） 

 ４月上旬  貴大学より大学評価関連資料の提出 

 ４月５日  第 440 回理事会の開催（平成 19 年度大学評価委員会各分科会の

構成を決定） 

 ４月 16 日  第１回大学財務評価分科会の開催 

 ５月 17 日  評価者研修セミナーの開催（平成 19 年度の評価の概要ならびに 

  ～23 日 主査・委員が行う作業の説明） 

 ５月中旬  主査ならびに委員に対し、貴大学より提出された資料の送付 

 ～７月上旬  主査ならびに委員による貴大学に対する評価所見の作成 

 ～７月下旬  分科会報告書（原案）の作成（各委員の評価所見の統合） 

 ８月３日  経営学系第８専門評価分科会の開催（分科会報告書（原案）の修

正） 

８月７日  国際地域学系専門評価分科会の開催（分科会報告書（原案）の修

正） 

８月８日   文学系第７専門評価分科会の開催（分科会報告書（原案）の修正） 

８月 17 日  社会学系第２専門評価分科会の開催（分科会報告書（原案）の修

正） 

８月 21 日  工学系第４専門評価分科会の開催（分科会報告書（原案）の修正）  

８月 22 日  法学系第 10 専門評価分科会の開催（分科会報告書（原案）の修

正） 

８月 27 日  生命科学系専門評価分科会の開催（分科会報告書（原案）の修正） 

８月 28 日  経済学系第８専門評価分科会の開催（分科会報告書（原案）の修

正） 

８月 30 日  全学評価分科会第 15 群の開催（分科会報告書（原案）の修正）  

９月４日  第２回大学財務評価分科会の開催 

９月～  分科会報告書（案）の貴大学への送付 

10 月 19 日  板倉キャンパス実地視察の実施 

10 月 23 日  川越キャンパス・朝霞キャンパス実地視察の実施 

10 月 31 日  白山キャンパス実地視察の実施、その後、分科会報告書（最終）
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の作成 

11 月 13 日  第３回大学財務評価分科会の開催 

 ～14 日   

 11 月 25 日  大学評価委員会正・副委員長・幹事会の開催（分科会報告書をも 

  ～26 日 とに「評価結果」（委員長案）を作成） 

 12 月９日  第２回大学評価委員会の開催（「評価結果」（委員長案）の検討） 

  ～10 日 

 12 月下旬  「評価結果」（委員会案）の貴大学への送付 

2008 年 ２月 15 日  第３回大学評価委員会の開催（貴大学から提示された意見を参考 

～16日  に「評価結果」（委員会案）を修正し、「評価結果」（最終案）を 

 作成） 

 ２月 29 日  第 445 回理事会の開催（「評価結果」（最終案）を評議員会に上程

することの了承） 

 ３月 11 日  第 99 回評議員会、臨時理事会の開催（「評価結果」の承認） 
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